
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ページ      「犬のフン」は、飼い主が持ち帰りましょう。 ⑦ページ

 交通死亡事故が多発！ 交通安全を

心がけましょう!! 

 今年に入り、市内で 2人もの尊い命が交通

事故で奪われており（4 月末日現在）、いず

れも 65 歳以上の高齢者となっています。 

また、4 月中に行われた「春の全国交通安

全運動」でも、期間中の県内の死者数は全国

最悪の 7人で、うち 3 人は横断中の高齢者で

した。 

交通事故は決して人ごとではありません。

一人一人が交通マナーを見直し、交通ルール

を守りましょう。 

歩行者は 

○道路を横断するときは、必ず止まって左右

をよく確認し、無理な横断はやめましょう。 

○夜間の外出では、明るい色の服装や反射材

を着用しましょう。 

運転者は 

○わき見運転やぼんやり運転による事故が

増えています。気を緩めずに運転しましょ

う。 

○夕暮れ時の早めのライト点灯と、夜間にお

けるライトの小まめな切り替えをお願い

します。 

 県民交通災害共済の申込みはお済で

すか？ 

 平成 21 年度の申込みを受け付けていま

す。加入を希望する方は、地区ごとの窓口で

加入手続きをお願いします。 

申込方法 本所（友部地区）・笠間支所（笠

間地区）・岩間支所（岩間地区）

に加入申込書がありますので、お

住まいの地区でお申し込みくだ

さい。 

年会費 大人    900 円 

    中学生以下 500 円 

共済期間 加入翌日～平成 22 年 3 月 31 日 

見舞金の請求期間 

 交通事故日の翌日から起算して２年以内 

※笠間市内の小・中学生は、学校で団体加入

となります。ただし、市外に通学の小・中

学生については窓口での加入手続きをお

願いします。 

問 本所市民活動課（内線 135） 

  笠間支所生活課（内線 72121） 

  岩間支所生活課（内線 73162） 

⑤貸出公用車の車両が一部変わりました

 笠間市では、市民団体等の公益活動を支援

するため、市が所有する公用車を公務に支障

のない範囲で貸出していますが、平成 21 年

5 月から貸出車両が一部変更となりました。 

変更内容 

軽トラック 3 台 → 4 台  

 ワゴン車  2 台 → 1 台  

貸出車両・管理場所 

① 本所 管理分 

 交通安全指導車 2 台 

 軽トラック   2 台 

 ２ｔダンプ   1 台 

ワゴン車    1 台 

② 笠間・岩間支所管理分 

 交通安全指導車 1 台ずつ 

 軽トラック   1 台ずつ 

貸出対象団体 

市内で活動する団体で、公益活動に使用

する場合（例：防犯パトロール、子ども会

の廃品回収、自治会イベントの備品運搬な

ど）。個人的な活動や営利目的の場合は対

象外となります。 

貸出時間 

  原則は、土・日・祝日の午前 8 時 30 分

～午後 5 時 30 分の間。ただし、使用目的

によっては、この限りではありません。 

経費負担  

  燃料代相当額として、おおむね 4 時間未

満（半日単位）は 500 円、4 時間以上（1

日単位）は 1,000 円を負担していただきま

す。（交通安全指導車は除く。） 

申 使用する1か月から5日前までに運転者

の免許証のコピーと共に「申請書兼誓約書」

を提出してください。 

問 本所 市民活動課（内線 135） 

笠間支所 生活課（内線 72121） 

岩間支所 生活課（内線 73162） 

 

  ⑯電波のルールを守りましょう   

 総務省では、6 月 1 日から 10 日までを「電

波利用環境保護周知啓発強化期間」として、

電波を正しく利用していただくための周

知・啓発活動及び不法無線局の取締りを強化

します。 

 ルールを守らない不法な無線局は、テレ

ビ・ラジオ放送、携帯電話などの身近なもの

から、警察・消防・救急用無線などの人命に

関わる重要な無線に対して混信・妨害を与え

るなど、私たちの生活や安全をおびやかし

ます。 

 安全で豊かな社会を実現するために、電波

はルールを守り、正しく使いましょう。 

問 関東総合通信局 

  不法無線局による混信・妨害 

   ℡ 03-6238-1939 

  テレビ・ラジオの受信障害 

   ℡ 03-6238-1945 

  地上デジタル放送の受信相談 

   ℡ 03-6238-1944 

 第 30 回青少年国際交流キャンプの参

加者を募集 

 富士山ろくのキャンプ場で、全国から集ま

る日本人青少年と外国人青少年が活動・生活

を共にし、国際感覚を身に付け、言葉を越え

た交流を深めます。 

期間 7 月 30 日（木）～8 月 3 日（月）4 泊

5日 

場所 山梨県山中湖村営キャンプ場 

定員 日本人 110 名 外国人 40 名 

   （小学 4 年生～中学 3 年生） 

内容 富士登山、ワイドゲーム、レクリエー

ション、野外炊飯など 

申込期限 7 月 4 日（土） 

※費用等詳細については、次へお問い合わせく

ださい。 

問・資料請求 

文部科学省所管（財）国際青少年研修協会 

℡ 03-3359-8421 

電子メール info@kskk.or.jp 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-11 大村ビ

ル 3 階 

ホームページ http://www.kskk.or.jp/ 

  ⑰窓口受付時間の延長について   

 笠間市役所本所及び各支所では、窓口の受

付時間を次のとおり延長しています。ぜひ、

ご利用ください。 

＜笠間市役所 本所＞ 

 延長日時 毎週水曜日午後 5 時 30 分～7

時30分（祝日･年末年始を除く） 

 延長している課 

  市民課・保険年金課・税務課・納税課・ 

＜笠間支所＞ 

 延長日時 毎週木曜日午後 5 時 30 分～7

時30分（祝日･年末年始を除く） 

 延長している課 

  市民窓口課 

＜岩間支所＞ 

 延長日時 毎週火曜日午後 5 時 30 分～7

時30分（祝日･年末年始を除く） 

 延長している課 

  市民窓口課 

問 市民課（内線 147） 

⑰男女共同参画人材バンクへの登録者

を募集 

 笠間市では、男女共同参画社会の推進を図

るために、男女共同参画人材バンクを設置し

ています。この人材バンクは、市の審議会の

委員などの候補者を選ぶ時に、人材情報とし

て活用するものであり、その活用は市役所内

部に限られます。また、個人情報の管理を徹

底します。市政に意見を反映させたいという

女性のご応募をお待ちしています。 

応募資格 満 20 歳以上の女性 

問 男女共同参画推進室（内線 224） 

⑲男女共同参画人材バンクへの登録者 

を募集

③交通死亡事故が多発！ 交通安全を 

心掛けましょう!! 

④県民交通災害共済の申込みはお済で

すか？ 

⑱第 30 回青少年国際交流キャンプの参 

加者を募集

笠間市男女共同参画シンボルマーク 

  


